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令和５・６年度

資料３

第二期野洲市子ども・子育て支援事業計画進捗管理



計
画

第二期野洲市子ども・子育て支援事業計画

豊かな自然とこころを、すべての子の育ちのために

基本目標 施策の方向性

３ すべての子どもが健やか
に育つ環境づくり

(１)ひとり親家庭への支援

(２)いじめ、不登校、問題行動への対応の充実

(３)子どもの権利の尊重

(４)関連計画との連携（障がい児福祉 など）

２ 子どもの生きる力を
育む環境づくり

１ 子育てにやさしい
環境づくり

(１)多様な保育サービスの充実

(２)地域での子育て支援体制の充実

(３)ワーク・ライフ・バランスの推進

(４)経済的負担の軽減

(５)関連事業との連携（母子保健 など）

(１)家庭教育の充実と親としての意識の醸成

(２)地域における学習の推進

(３)命に関する教育の充実

(４)豊かな自然、歴史・文化環境の活用と保全

(５)子どもの安全の確保

(６)関連計画との連携（教育振興・食育 など）

 社会資源を最大限に活用

し、子育てサービスの充実

や、子育てにやさしい環境

づくりへの機運が高められ

る取り組みや環境の整備

 仕事と子育ての両立をサ

ポートするため、保育所の

待機児童解消

 地域全体で支える子育て支

援の充実

 幼・保・小・中での密な連

携のもとでの教育活動によ

る基礎学力の定着や、人と

のふれあいを通じて感性豊

かな心を育む

 子どもにとって最善の利益

が保障されるよう、様々な

局面において子どもの主体

性に配慮するとともに、子

どもの意見が反映され、子

ども自身が参加できるよう

支援

 児童虐待、いじめ、不登校

等の事象や要保護児童等の

把握を行い、切れ目ない支

援体制の整備、障がい児支

援の推進、さらにひとり親

家庭の自立を支えるための

取組を推進

基本理念

〇個別計画等にて、それぞれ所管する担当課

において進捗管理を行う。

※計画書本編Ｐ５２～５７

〇個別計画等にて、それぞれ所管する担当課

において進捗管理を行う。

※計画書本編Ｐ５８～６１

〇幼児教育・保育、地域子ども・子育て支援

事業の量の見込み及び確保方策について、

次頁以降にて進捗管理を行う。

〇関連事業との連携は、それぞれ所管する

担当課にて、進捗管理を行う。

※計画書本編Ｐ２６～５１
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１．幼児教育・保育の量の見込み及び確保方策
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○
○

○

○

○
○

○
○
○

（１） 令和５年４月１日時点

区分

令和５年度

１号認定 ２号認定 ３号認定

合計

３～５歳 ０歳 １・２歳

幼稚園希望

保育所（園）希望
14時まで

14時以降
一定時間

①量の見込み
（必要利用定員総数）

544人 119人 671人 75人 497人 1,906人

【実績】申込者数 399人 235人 654人 62人 467人 1,817人

②確保の
　内容

幼稚園及び預かり保育 895人 350人 20人

【実績】入園児数 399人 235人 （2人）

1,265人

計画達成数（利用定員） 895人 350人 20人 1,265人

634人

保育所（園） 651人 94人 405人 1,150人

1,110人

【実績】入所園児数 647人 41人 386人 1,074人

計画達成数（利用定員） 612人 101人 397人

76人

計画達成数（利用定員） 6人 51人 57人

地域型保育事業所 8人 68人

50人

②－① 351人 231人 0人 27人 ▲ 24人 585人

【実績】入所園児数 5人 45人

内訳
待機児童数（国基準） 0人 0人

（２）

【実績】入所園児数－申込者数 0人 0人 ▲ 7人 ▲ 16人 ▲ 36人 ▲ 59人

10人 10人

待機児童数（その他） ▲ 7人 ▲ 16人 ▲ 26人 ▲ 49人

公立保育所（園）の定員の見直しを行い、定員増を図ります。
民間保育所（園）と協議を行い、定員増を図ります。
公立施設の空き室を利活用することで、定員増を図ります。
老朽化した施設の更新・整備を行うなかで、定員増を図ります。

③幼児教育・保育等の質の確保及び向上

教育・保育の質の確保及び向上を図るため、保育士や幼稚園教諭等への研修を行うほか、教育・保育施設の運営に対して適
正な指導と必要な助言を行います。

※待機児童数（その他）の49名は、希望園を限定されている、兄弟姉妹で入所（園）希望されている等の理由により、国基準の
待機児童数にならない。

（３）

第二期野洲市子ども・子育て支援事業計画における幼児教育・保育の確保の方針

①利用調整等による確保

本市の幼稚園では、預かり保育を含めると10時間程度在園することが可能であり、２号ニーズの超過分は、幼稚園にて対応可能で
す。よって、一定数の２号認定者については幼稚園＋預かり保育を利用いただくことで保育ニーズの充足を図ります。

②定員増による確保

保護者の利便性向上を図るため、幼稚園の預かり保育の時間延長について検討します。

幼児教育の専門的な知見や豊富な実践経験を有する者を幼児教育アドバイザーとして配置し、教育・保育施設等への訪問支
援等を通じて、教育内容や指導方法、指導環境の改善等について助言を行い、質の向上を図ります。
「野洲市三方よし人材バンク」事業を推進し、教育・保育の担い手を増やし、待機児童の解消等を図ります。
保育士や幼稚園教諭等の処遇改善を始めとする労働環境の改善に努めます。

④その他

必要に応じ、認可保育施設を開設する新規事業者の参入を検討します。
幼稚園での２歳児の満３歳保育について検討します。

2 ページ 幼児教育・保育（R５）



①

②

③

④

① A

② B

③
B

④
A

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

3 27 20 2 0 0 52

4 16 18 1 1 0 40

0 2 3 4 0 0 9

0 9 1 0 0 0 10

0 8 1 1 0 0 10

（４）

令和５年度の主な計画内容

保育所（園）希望において、幼稚園及び預かり保育で利用調整します。

民間保育所（園）と協議を行い、定員増を図ります。

「野洲市三方よし人材バンク」事業を推進し、教育・保育の担い手を増やし、待機児童の解消等を
図ります。

小規模保育事業の導入に向けた取り組みを進めます。

（５）

令和５年度の実績 達成度

保育所（園）希望において、幼稚園及び預かり保育で2人利用調整した。

A 達成
B 未達成
C 見直し

民間保育所（園）には検討をいただいたが、定員増までは至らなかった。

人材バンク事業で人材確保に向けた取り組みを行ったが、待機児童を解消できるまでの人
員確保には至らなかった。

令和４年度に引き続き小規模保育事業を導入するため、事業者の公募を行い、１事業者を
選定した。令和６年度開設することとなった。

各年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和６年度

※各年４月１日時点

（６）

今後の方向性や課題等

・待機児童を解消するため、また年度途中での利用希望や育児休暇明けの利用希望に対応するためにも、
　引き続き、保育士の確保が必要である。

・昨年度と比較して待機児童数は横ばいとなった。少子化で子どもの人数は減少しているが、保育ニーズ
　は高くなっている。さらなる保育の受け皿の拡大に向けた取組みを行う。

（参考）

待機児童数（国基準）の推移

令和５年度

０歳 ０歳 ０歳

１歳

１歳

１歳

１歳 １歳

２歳

２歳

２歳

２歳
２歳

３歳

３歳

３歳 ３歳

４歳

52人

40人

9人 10人 10人
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

待機児童数（国基準）の推移

５歳

４歳

３歳

２歳

１歳

０歳

合計
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１．幼児教育・保育の量の見込み及び確保方策

○

○
○
○
○

○

○

○
○

○
○
○ 保護者の利便性向上を図るため、幼稚園の預かり保育の時間延長について検討します。

幼児教育の専門的な知見や豊富な実践経験を有する者を幼児教育アドバイザーとして配置し、教育・保育施設等への訪問支
援等を通じて、教育内容や指導方法、指導環境の改善等について助言を行い、質の向上を図ります。
「野洲市三方よし人材バンク」事業を推進し、教育・保育の担い手を増やし、待機児童の解消等を図ります。
保育士や幼稚園教諭等の処遇改善を始めとする労働環境の改善に努めます。

④その他

必要に応じ、認可保育施設を開設する新規事業者の参入を検討します。
幼稚園での２歳児の満３歳保育について検討します。

老朽化した施設の更新・整備を行うなかで、定員増を図ります。

③幼児教育・保育等の質の確保及び向上

教育・保育の質の確保及び向上を図るため、保育士や幼稚園教諭等への研修を行うほか、教育・保育施設の運営に対して適
正な指導と必要な助言を行います。

※待機児童数（その他）の63名は、希望園を限定されている、兄弟姉妹で入所（園）希望されている等の理由により、国基準の
待機児童数にならない。

（３）

第二期野洲市子ども・子育て支援事業計画における幼児教育・保育の確保の方針

①利用調整等による確保

本市の幼稚園では、預かり保育を含めると10時間程度在園することが可能であり、２号ニーズの超過分は、幼稚園にて対応可能で
す。よって、一定数の２号認定者については幼稚園＋預かり保育を利用いただくことで保育ニーズの充足を図ります。

②定員増による確保

▲ 12人 ▲ 10人 ▲ 41人 ▲ 63人

公立保育所（園）の定員の見直しを行い、定員増を図ります。
民間保育所（園）と協議を行い、定員増を図ります。
公立施設の空き室を利活用することで、定員増を図ります。

内訳
待機児童数（国基準） 1人 0人

（２）

【実績】入所園児数－申込者数 0人 0人 ▲ 13人 ▲ 10人 ▲ 50人 ▲ 73人

9人 10人

待機児童数（その他）

70人

②－① 364人 232人 40人 19人 0人 655人

【実績】入所園児数 6人 64人

76人

計画達成数（利用定員） 8人 68人 76人

地域型保育事業所 8人 68人

1,110人

【実績】入所園児数 675人 46人 373人 1,094人

計画達成数（利用定員） 612人 101人 397人

567人

保育所（園） 705人 89人 446人 1,240人

1,265人

計画達成数（利用定員） 895人 350人 20人 1,265人

②確保の
　内容

幼稚園及び預かり保育 895人 350人 20人

【実績】入園児数 320人 247人 （4人）

①量の見込み
（必要利用定員総数）

531人 118人 685人 78人 514人 1,926人

【実績】申込者数 320人 247人 688人 62人 487人 1,804人

（１） 令和６年４月１日時点

区分

令和６年度

１号認定 ２号認定 ３号認定

合計

３～５歳 ０歳 １・２歳

幼稚園希望

保育所（園）希望
14時まで

14時以降
一定時間
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1

②確保
の内容

基本型 1か所

２．地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策

令和５年度

特記事項計画 実績（令和６年３月末）

見込量・確保の内容 計画数 実績数 差 達成度 計画数

2か所

1か所

1か所

令和６年度

計画

①量の見込み
（年間延利用／人日）

31,150人日 13,124人日 ▲ 18,026人日
A：達成
B：未達成
C：見直し

①量の見込み
（年間実利用／人）

422人 339人 ▲ 83人
A：達成
B：未達成
C：見直し

A：達成
B：未達成
C：見直し

42人 16人
A：達成
B：未達成
C：見直し

●乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所（子育て
支援センター等）を開設し、子育てについての相談、情報
の提供、助言その他の援助を行う事業

①量の見込み
（実施か所数／か所）

2か所 2か所 ―
A：達成
B：未達成
C：見直し

1か所 ―

Ａ

母子保健型 1か所 1か所 ―

見込量よりも実績数が少なかったのは、コロナ禍による
利用者減少が一因と考えられる。

②確保
の内容

実施か所数 3か所 3か所 ―

Ａ
年間延利用 30,000人日 30,000人日 ―

30,648人日

3か所

30,000人日

妊婦健康診査 健康推進課

●妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健
康診査として、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実
施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的
検査を実施する事業

②確保
の内容

年間実利用 422人 422人 ― Ａ

413人

413人

393人

100%

393人

①量の見込み
（年間訪問乳児数／人）

401人

年間訪問乳児数 401人

336人 ▲ 65人

5

①量の見込み
（年間訪問乳児数／人）

26人

乳児家庭全戸訪問事業
（赤ちゃん訪問・１歳児訪問）

健康推進課
家庭児童相談室

●生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子
育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業
●地域の民生委員・児童委員による１歳児訪問

養育支援訪問事業 家庭児童相談室

●養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問
し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当該家
庭の適切な養育の実施を確保する事業

②確保
の内容

訪問率 100%

②確保
の内容

年間訪問乳児数 26人 26人 ― Ａ

401人 ―

26人

26人

100% ―

Ａ

事業名 担当部署

事業概要

利用者支援事業
（野洲市妊産婦支援事業など）

子育て支援センター
健康推進課

●教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及
び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との
連絡調整等を実施する事業
●本市では現在、基本型１か所を野洲市子育て支援セン
ターに、母子保健型１か所を健康推進課に設置

地域子育て支援拠点事業
（子育て支援センター事業）

子育て支援センター

4

3

2

5 ページ 地域子ども・子育て支援事業（R５）



２．地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策

令和５年度

特記事項計画 実績（令和６年３月末）

見込量・確保の内容 計画数 実績数 差 達成度 計画数

令和６年度

計画
事業名 担当部署

事業概要

194人日 191人日
子育て短期支援事業

（ｼｮｰﾄｽﾃｲ､ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ）
家庭児童相談室

●保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受ける
ことが一時的に困難となった児童について、児童養護施設
等に入所させ、必要な保護を行う事業

A：達成
B：未達成
C：見直し

きょうだいのいる世帯において、複数日の利用が継続的
にあったことが、見込量よりも増加した要因である。

②確保
の内容

実施か所数 1か所 1か所 ―

Ａ

①量の見込み
（年間延利用／人日）

3人日

年間延利用 40人日 40人日 ―

3人日

1か所

40人日

30,698人日

86,950人日

2,768人日

2,525人日

243人日

2,600人日

250人日

7

①量の見込み
（年間延利用／人日）

2,359人日 1,289人日 ▲ 1,070人日
A：達成
B：未達成
C：見直し

A：達成
B：未達成
C：見直し

見込量よりも実績数が少なかったのは、コロナ禍による
利用者減少が一因と考えられる。

②確保
の内容

実施か所数 1か所 1か所 ―

Ａ
年間延利用 2,400人日 2,400人日 ―

2,460人日

1か所

2,500人日

こども課

幼稚園の預かり保育（緊急預かり保育を含む）におい
て、見込量の想定を大幅に上回る利用（実績）となった
のは、幼児教育・保育の無償化による影響や保育ニーズ
の高まりにより保育所を申し込んだものの保留となった
３歳児～５歳児が幼稚園に入園し、預かり保育を利用し
ているという状況が影響していると考えられる。②確保

の内容
一時預かり事業
（幼稚園型Ⅰ）

86,950人日 86,950人日 ― Ａ

一時預かり事業(幼稚園型以外)において、見込量より少
ない実績となったのは、待機児童が減少したことにより
恒常的な預かりが減少したことや新型コロナウイルス感
染症の影響と思われる。

一時預かり事業
（幼稚園型以外）

2,377人日 1,149人日 ▲ 1,228人日

Ａ

ファミリー・サポー
ト・センター事業
（就学前児童）

245人日 294人日 49人日

①量の見込み（年間延利用／人日） 2,622人日 1,443人日 ▲ 1,179人日 A：達成
B：未達成
C：見直し

②確保
の内容

9

①量の見込み
（年間実利用／人）

【

幼
稚
園
型
以
外
】

690人 519人 ▲ 171人

8

【

幼
稚
園
型
】

①量の見込み
（年間延利用／人日）

31,015人日 45,837人日 14,822人日

一時預かり事業
（幼稚園型以外）

2,400人日 2,400人日 ―

ファミリー・サポー
ト・センター事業
（就学前児童）

250人日 250人日 ―

●家庭において保育を受けることが一時的に困難となった
乳幼児について、主として昼間において、幼稚園、保育
所、地域子育て支援拠点その他の場所で一時的に預かり、
必要な保護を行う事業

延長保育事業
A：達成
B：未達成
C：見直し

実施園数について計画を達成できなかったのは、小規模
保育園について、令和５年４月に２園開設する計画で
あったが、１園のみの開設となったことによる。

②確保
の内容

実施園数 14園 13園 ▲1園

Ｂ
年間実利用 1,226人 1,167人 ▲ 59人

717人

11園

1,470人

●保育認定（２号、３号）を受けた子どもについて、通常
の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、保育所
（園）において保育を実施する事業

子育て援助活動支援事業
（ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業での送迎等）

こども課

●乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会
員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する
者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に
関する連絡、調整を行う事業

一時預かり事業
（幼稚園預かり保育・保育所等一時保育）

こども課
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２．地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策

令和５年度

特記事項計画 実績（令和６年３月末）

見込量・確保の内容 計画数 実績数 差 達成度 計画数

令和６年度

計画
事業名 担当部署

事業概要

5人

5人

―

―

①量の見込み
（年間延利用／人日）

2,206人日 2,967人日 761人日
A：達成
B：未達成
C：見直し

②確保
の内容

病児・病後児対応型

1,200人日 ―

体調不良児型

6か所 6か所 ―

1,200人日 1,200人日 ―

実施か所数 27か所 25か所 ▲ 2か所

利用定員 1,175人 10人

小学校余裕教室活用（季節時）

2,189人日

1か所

1,200人日

6か所

1,200人日

1,127人 ▲ 43人

３年生 237人 2人

A：達成
B：未達成
C：見直し

1か所 1か所 ―

Ａ
1,200人日

1,194人

200人

194人

269人

204人

180人

147人

Ａ

1か所 2か所 1か所

1,205人 1,175人 ▲ 30人 1,205人

264人 41人

130人 ▲ 44人

６年生 136人 84人 ▲ 52人

235人

175人 ▲ 19人

５年生 174人

27か所

1,165人

1か所

②確保
の内容

年間支給児童数 5人 5人 ― Ａ

3人 ▲ 2人
A：達成
B：未達成
C：見直し

北野こどもの家において通年保育で北野小学校音楽室を
利用しており、利用定員を確保している。

１年生 208人 237人 29人

２年生 223人

②確保
の内容
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①量の見込み
（年間支給児童数／人）

5人

13

①量の見込み ―

1,165人

11

①量の見込み（年間延利用／人日） 1,170人

●保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学
している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、
児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、そ
の健全な育成を図る事業

実費徴収に係る補足給付を行う事業
（世帯の状況により園行事費等を助成）

こども課

●生活保護世帯等、世帯の所得状況等を勘案して、教育・
保育施設等に保護者が支払うべき日用品等の購入に要する
費用などについて、保護者が負担する費用の一部を助成す
る事業

多様な主体が本制度に参入することを
促進するための事業

（民間事業者の参入等促進する事業）
こども課

●多様な事業者の能力を活用した幼稚園、保育所（園）等
の設置又は運営を促進するための事業

４年生 194人

年間利用

0件 0人
A：達成
B：未達成
C：見直し

②確保の内容 ― 0件 0人 ―

病児保育事業 こども課

●病気又は病気回復期の児童について、医療機関・保育所
（園）等に付設された専用スペース等において、看護師等
が一時的に保育する事業

放課後児童健全育成事業
（学童保育）

こども課
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